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仙台市 国家戦略特別区域 区域計画（案） 

 

平 成 2 8 年 1 2 月 ２ 日 

仙台市国家戦略特別区域会議 

 

２ 法第２条第２項に規定する特定事業の名称及び内容 

（６）名称：国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業 

内容：創業人材の受入れに係る出入国管理及び難民認定法の特例 

（国家戦略特別区域法第 16 条の５に規定する国家戦略特別区域外国人創業

活動促進事業） 

仙台市が、創業活動に係る事業の計画が適正かつ確実であること等の確認

を行うこと等により、創業外国人上陸審査基準を満たす外国人の上陸を可能

とし、仙台市内における外国人による創業活動を促進する。 

【平成 29年４月より実施】 
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